
持ち物
飲み物、おやつ、その他、必要なものは
各自ご用意ください。

参加費 課税世帯は1日あたり480円

重度障害児日中一時支援事業

重度障害児日中一時支援事業とは？

重度の障害のある子どもたちに長期休業中の日
中活動の場を提供し、専門スタッフが音楽セラ
ピーとアートセラピーのレクリエーション活動を支
援します。

港区立障害保健福祉センター6階・7階
（ヒューマンぷらざ）
所在地：港区芝1-8-23
※送迎サービスはありません

場 所

対象者

区内在住の特別支援学校等に通学する
小学部1年生～高等部3年生の
重度障害児（医療的ケア児を除く）
※定員に達した場合は抽選となります。
（各回10名）

下記の二次元コードから入力フォーム
にてお申込みください。

期限：６月26日（金）

申込み

港区 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者支援係
担当：佐藤、吉村

問い合わせ
03-3578-2825TEL

03-3578-2678FAX

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ①音楽セラピーと②アートセラピー

令和８年

7月28日    7月31日
8月 日    8月17日
13時30分（受付開始）～17時00分

実施日

3 月 月

金火
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